
尼崎市長 あて

　

住所 尼崎市

氏名

児童名

※ 求職活動の内容には、新聞、インターネット、ハローワークなどでの求人情報の閲覧、知人への紹介依頼等は含みません。

R4.9改定

（平・令　　　　年　　　　　月　　　　日） （平・令　　　　年　　　　　月　　　　日） （平・令　　　　年　　　　　月　　　　日）（生年月日）

児　童　名

（株）○○

施設・尼崎市記入欄

施　設　名

こどもコード

9.1ハローワークに掲載されていた求人に応募。
9.17に1次面接の案内をもらう。

△△市××町1-2-3
00-0000-0000

（例）4.9.10 10:00～16:00

（その他・申立事項）

求職活動報告書兼申立書

所在地
電話番号

活動時間活動年月日 会社名 企業面接の予定・結果など

　私は施設の入所日（もしくは離職の日）から９０日以内に、月６４時間以上（ただし1日４時間以上かつ月１６日以上）の
就労をすることを目標として求職活動を行います。
　指定の期日までに「就労（内定）証明書」を提出できない場合は、施設を退所となることに、また、新2号・新3号の場合
は認定が無くなることに異議はありません。
　現在、次のとおり求職活動していることを報告します。
　今後、就労先が決まった際には、速やかに「就労（内定）証明書」を提出します。

令和　　　年　　　月　　　日


